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頁 誤 正 

P85 表の 6 行目 

「児童相談所」の説明 

都道府県、政令指定都市、政令で定める児

童相談所設置市に設置される行政機関。 

都道府県、政令指定都市、政令で定める児童相

談所設置市に設置されている行政機関。 

P100 P85 チャレンジ

○☓問題の解説 

［Ｑ１］☓中核市規模の市を念頭に政令で

指定する市（児童相談所設置市）に設置す

る。「中核市に設置義務がある」というの

は誤り 

［Ｑ１］☓中核市は任意設置であり、「中核市

に設置義務がある」というのは誤り。なお、政

令で児童相談所設置市として定められた市（特

別区を含む）には設置することとされている 
頁 誤 

P107 表 ■社会福祉に関わる行政機関とその実施主体 

●義務設置、○任意設置、△政令で定められた場合のみ設置、☓設置しない 

 

 都道府県   指定都市  中核市  市   特別区  町村   

…       

児童相談所 

（児童福祉法） 
●     ●     △    △＊       ☓  ☓ 

…       

                    ＊中核市程度の人口規模を有するもの 

正 

■社会福祉に関わる行政機関とその実施主体 

●義務設置、○任意設置、△政令で定められた場合のみ設置、☓設置しない 

 

 都道府県   指定都市  中核市  市   特別区  町村   

…       

児童相談所 

（児童福祉法） 
●     ●     ○    △＊      △＊    ☓ 

…       

                       ＊「児童相談所設置市」と呼ぶ 

 

 


